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学位論文内容の要旨

  子ども虐待への取り組みの歴史が長い一部の欧米・オセアニア諸国では現在、意恩決定過程への

当事者参画を具体化したFGCがソーシャルワーク実践過程において活用されている。一方、日本

では1990年代に「子ども虐待の発見」がなされ、子どもの保護と強制介入の強化を目的とした法

改正が着実に進行してきた。強制介入が強化されるからこそ、当事者権利を担保するシステムも要

請される。日本ではこうした認識に基づいた新たなアプローチの思考の時期に到達している。

  本論文では家族を「ひらく」こ，とを子ども虐待におけるソーシャルワーク実践の中核に位置付け、

意思決定過程ヘ・．の当事者参画をその手段として捉え、その具体的方法としてFGCを捉えた。FGC

の内容や評価を通してソーシャルワーク論におけるその位置付けと日本におけるソーシャルワーク

実践への示唆を明らかにすることを目的とした。

  序論では本論文の目的、および研究方法について論じた。

  第1章では現代社会における家族を「ひらく」意義、その手段としての参画型実践やFGCのソ

ーシャルワーク実践織における位置付け、およぴその課題を中心に論じた。子ども虐待に対し

ては閉ざされた家族を「ひらき」、新たなっながりに基づいた養育共同体の形成を目的としたソーシ

ヤルワーク実践が要請される。本論文では「ひらく」を「当事者が抱えるニーズ、藷課題の対処に向

け、同居家族以外の者とのかかわりの中でニーズや課題を意識化し、親が同居家族以外の者とのつ

ながりを再生することで、子どものケアを共有する過程」と操作的に定義した。ソーシャルワーク

はこれまでも一貫して家族を「ひらく」ことに関与してきたが、日本における子ども虐待に対する

家族を「ひらく」方法はこれまで介入的関与が主流であった。こうした関与方法を本論文ではパタ

ー ナ リ ズ ム ・ モ デ ル と 名 付 け 、 参 画 型 実 践 と の 統 合 の 必要 陸 に つい て 論 じた 。

  第2章ではFGCを開発し1989年に世界で最初に導入したニュージーランドにおけるFGCの基

本的概念、実践過程、導入背景について論じた。導ス背景については、文化的背景として＠マオリ

族に対する制度的＾種差別とその是正、◎マオリ族の文化的ストレングスの活用という視r~から論

じた。また、政策・思想的背景として＠家族責任を強調する新自由主義による影響、◎コミュニテ

イのヨ餅bや責任を強調する・コミュニタリアニズムによる影響としヽう視点から論じた。同国では親子

分離を要すると判断された場合、法律においてFGCの実臨が原則的に義務づけられている。FGC

はそれま儻されてきた拡大家族ネットワークの潜在的カを活用し、拡大家族や昜合によっては

親しい友人・近隣がソーシャルワーカーをはじめとする専門職とともに、子どもが安全かつ十分に

養育されるための必要事頃を話し合う公式の会議である。そこでは黼と対立傾向にあるソーシ

ヤルワーカーとは異なる専門職として、コーディネーターが配置されており、FGCの招集準備と当
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日の司会進行のみに関与することとなっている。FGCのFG（ファミリーグルーフつとは基本的に

は、同居家族、3親等に限らなぃ親族を含む拡大家族、場合によっては親しい友人をどを含むあら

ゆるインフオーマル関係にある人々を意味する。こうした身近なインフオーマJl/な資源を活用する

ことが家族を「ひらく」ことを促している。FGC過程は3っの段階に分かれている。すなわち＠

専門職とFGがー堂に会しJ晴報を共有す．る情報共有段階(htormation Sharmg)、◎FGのみで話

レ合う私的討議段階(Private Deliberation)、◎再度専門職とFGが一堂に会し家族の作成した養育

計画の確認を行う合意段階(Agreemen）の3段階である。FGCの最大の特徴は◎の過程であり

FGCの中核的過程であると捉えられている。

  第3章ではFGCの各国ト部の欧米・オセアニア諸国）における評価研究を中心に論じ、FGC

導入によって急増した親族里親の評価とFGCとの関i童陸丶およびFGCの構成要件にっいて論じ、

家族を「ひらく」という観点からFGCについて検討した。子どもの保護過程に韜いて子どもの文

化的アイデンティティや、親族とのっながルへの配慮は児童保護饑関に韜いて必要不可欠である。

子どもの安全陸を問う場合、子どもの心的外傷を最小限に留めるために、子どもにとってったがり

のあるFGを最大限活かすことが考慮される必要がある。文f匕への配慮は当事者の安全を保：ける

というだけで詮く、文化的ストレングスを活かすということであり、独自の支援ネットワークや伝

統を活かすということである。本章では家竢を「ひらく」意義として二点指摘した。一っは当事昔

の意思決定過程への参画によるエンパワメントと専門職との協働関係の形成であり、もうーっは潜

在北したインフオーマル翻の有効活用である。後者の潜マ糾匕したインフオーマ／レ資源の有効活用

はニーズや課題、ケアの共有を通して、子どものパーマネンシーG嚢育者の継続幽保障に大きく

寄与する司継を高める。また家族外関係が拡大し、同居家族以外の他者が介入うることで、虐待

を潜在f匕・深刻化・継続化させていた家族システムを変化させ、子どもにより安全な環境を提供で

きる可能性を高めるといえる。

  第4章ではソーシャルワーク実践における多様な参画型実践のあり方とFG℃の位置付けやイン

ポランタリー枷哩魏見へのアプローチとしてのFGCの可育眦について論じた。意思決定過程への

当事者関与形態を5形態に分けた。すなわちまず専門職が中心となった意思決定過程への当事者関

与を考えた場合、具体的には＠面接・訪問過程で当事者の意向を聴く、◎専門職が中心となって構

成される意思決定会議への当事者の出席が考えられ、当事者が中心となった意思決定過程を考えた

場合、．◎当事者が中心となって構成される意思決定会議への専門職の出席、＠当事者のみで話し合

う過程の確保（意思決定は専門職が中心となって行う）、◎当事者のみで話し合い意思決定を行うと

いったことが考えられる。これらが援助過程に応じて複合的に活用されることが考えられる。本章

ではパタ‘ーナリズム・モデルを「専門職主導親中´己型アプローチ」、参画モデルをrFG主導子ども

中´い型アプローチ」と捉えた。

  第5章ではFGCの評価を踏まえ、FGCがソーシャルワークに与えた影響や日本におけるソーシ

ヤルワーク実践への示唆にっいて再検討した。FGCがソーシャルワーカー機能に与えた影響として、

◎当事者参画に基づいた専門職役割の再編成にっいて指摘した。子どもの養育に関する意思決定は

課題認識をもつ子どもを含むFGが行うべきであり、家族を中心としたFGがー定の情報や意二思決

定の権限を獲得することで、意思決定支援者としての専門職役割がより鮮明化されたといえる。ま

た◎ソーシャルワーカー役割の限定化と複数化について指摘した。FGCでは、コーディネーターと

ソーシャルワーカーという二種の専門職が配置されている。従来ソーシャルワーカーは調劉黼旨を

担う専門職であったが、その役割を分離させ、コーディネーターという新たな専門職にそれが委ね

られている。役割の異なるソーシャルワーカーが関与するという意味で、役割分離とそれに伴うソ

ーシャルワーカLの複数化として捉えることができる。
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学 位 論 文 題 名

FGC（ファミリーグループカンファレンス）の

    理論的検討

―ソーシャルワーク論における位置と評価をめぐってー

  子ども虐待への対応は日本でも緊急な課題である。FGC（ファミリーグループ・カンファ

レンス）と呼ぱれる取り組みはニュージーランドで始まり、今日、世界各地で実践が試みられ

ているプログラムである。その特徴は、多文化主義と当事者参画を中核に据え、家族を「ひら

き」、家族諸資源を活用し、当事者である子ども・家族を主役にしたプログラムであることにあ

る。それは、従来の家族への強制介入と家族からの子どもの切り離しを核とした対応とは対極

にある。本論文は、このようなFGCの紹介と各国での評価研究をもとに、このプログラムが

既存のソーシャルワーク論に対していかなる形で位置付き、評価されるべきものなのか、これ

らの検討を理論的に行ったものである。とくに現在、日本では子どもの保護と強制介入を目的

とした法改正も進行し、そうであるがゆえに、当事者の参画権利も守られることを担保するシ

ステム作りが求められていることから、本研究の持つ意義は実践的にも大きい。

  序論では目的と方法について述べ、第1章では、現代社会における家族を「ひらく」ことの

意義、っいで新たなっながりに基づく養育共同体の形成を目的としたソーシャルワーク実践が

求められていることについて触れている。ここでは、家族を「ひらく」が「当事者が抱えるニ

ーズや課題の対処に向け、同居家族以外の者とのかかわりの中でニーズ．や課題を意識化し、親

が同居家族以外の者とっながりを再生することで、子どものケアを共有する過程」と操作的に

定義されている。ソーシャルワークにとって家族を「ひらく」ことは主題であり続けてきたが、

とくに子ども虐待に関しては「介入的関与」が主流であった。こうした関与は初期段階でfま必

要だが、パターナリズムの性格は払拭されない。したがって、その必要性を認めつっも、根本

的解決に当たっては「参画型実践」との統合的対応が求められるとし、著者の基本姿勢を明確

にしている。

  第2章では、FGCを開発し、世界で最初に法的裏付けを持って導入されたニュージーラン

ドにおけるFGCの基本的概念、実践過程、導入背景など、これらを自らの調査経験と文化的

背景及び政策・思想的背景も含めて検討している。ここでの多面的な検討過程は、従来のソー
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シャルワーク論への批判的視点が浮き彫りにされる過程でもあり、本論文の核に据えられてい

る。すぬわち、FGCが主にニュージーランド・マオリ族を対象に始まったプログラムであり、

いわゆる多文化主義に基づくと同時に、ポストモダンの思想や社会構成主義、あるいは新自由

主義などからも議論されていることから、それらの議論を慎重に検討して茄り、もっとも興味

が持たれる部分である。それらを踏まえて、次に具体的な実践場面から得た知見などから、F

GCのFG（フんミリーグループ）とは、同居家族、3親等にかぎらない親族を含む拡大家族、

場合によっては親しい友人などを含むあらゆるインフオーマルな関係にある人びとを意味して

いること、こうした身近な資源を活用することが家族を「ひらく」ことを促していると指摘し

ている。しかしそこでは、それを担保するために、保護者と対立傾向にあるソーシャルワーカ

ーとは異なる専門職としてコーディネーターが配置されていることも含めて、実践的には費用

と 時 間 をよ り 多 く 必 要 と す る プ ロ グラ ム で あ るこ とも 分析 されて いる 。

  第3章では、各国におけるFGC評価研究の検討を中心に整理されている。その上で、各地

での著者の訪問調査経験も含めて、とくに家族を「ひらく」という点で、その意義を2点にま

とめている。一っは当事者の意思決定過程への参画によるエンパワメントと専門職との協働関

係の形成であり、いまーっは潜在化しているインフオーマル資源の有効活用である。とくに後

者は、ニーズや課題、ケアの共有を通じて、子どものパーマネンシー（養育者の継続性）保障

に大きく寄与する可能性、及ぴ同居家族以外の他者が介入することで、虐待を潜在化・深刻化・

継続化させていた家族システムを変化させる可能性があることを指摘している。なお第4章で

は、ソーシヤルワーク実践のありかたについて論じ、専門職が中心となった意思決定過程への

当事者関与の形態を「専門職主導親中心型アプローチ」とし、当事者が中心となった意思決定

過 程 を 考え た 形 態 を ． 「 FG主 導 子 ども 中 心 型 アプ ロー チ」 として いる 。

  第5章では、まとめとして、FGCがソーシャルワーク論に与えている影響として、当事者

参画に伴う専門職役割の再編成、すなわち当事者・家族の「意思決定支援者」としての専門職

役割という位置づけの鮮明化、その意味に船ける、これまでのソーシャルワーカー役割の限定

について述べている。次いで、中立的コーディネーターという専門職の配置をソーシャルワー

カー（の配置）と呼ぶかどうかはなお議論の余地があるが、専門職の複数化（役割分化・分離）

にっいて強調している。かくして、FGCによって家族は従来以上に「ひらく」ことが可能と

なり、子どものパーマネンシーの確保も可能となることが指摘されている。また、FGCの‾

種ともいえる親族里親を通じた日本での可能性も示唆している。

  以上、著者は、FGCを家族を「ひらく」新たな手段としてとらえながら、それをまた文化

的、思想的、政策的な背景といった多面的な視点からも検討し、FGCの実践がソーシャルワ

ーク論に対して「批判的」に持つ意味（とくに強制的な家族への介入と専門職による意思決定

の関与への批判）を、ソーシャルワーク過程における当事者参画支援へのシフトとしてとらえ、

しかしまた、それに伴うソーシャルワーク機能の限定は時間と費用の低下にはっながらず、複

数化などを通じてむしろソーシャルワーク機能の拡大でもあると結論づけている。さらにまた、

このソーシャルワークの変化のプロセスは、同時に援助過程を「ひらく」ことに通じるのでは

ないかとまとめている。このように著者が、FGCの日本への紹介とともに、その意義をソー

シャルワーク論との関わりにおいてまとめ得たことは、ソーシヤルワーク研究の議論をさらに

活発化させるものとして評価される。しかしながら、このテーマの重要性、緊急陸、発展可能

性を考慮すると、さらに具体的な実践過程の実証的分析の積み重ねが求められ、そのことによ

って実践への可能性もより増すと思われる。

  以上から、本審査委員会は、著者を北海道大学博士（教育学）を授与される資格があると認

める。- 1432ー


